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研究成果の概要（和文）：今後、わが国の水道料金は上昇していかざるを得ないが、市民と十分なコミュニケー
ションをとりつつ円滑に進める必要がある。先行研究によって、現在の水道料金に対する評価が値上げ容認度の
主要な規定因であることが示されている。これを受けて、本研究では、水道に関連する8種類の情報を市民に提
供し、水道料金に対する評価および値上げ容認度に対する改善効果を分析した。この結果、ボトルウォーターと
の料金比較に関する情報、他の料金との比較に関する情報、独立採算制に関する情報、環境負荷に関する情報、
逓増制に関する情報が水道料金評価を高めた。また、環境負荷に関する情報、独立採算制に関する情報が値上げ
容認度を改善させた。

研究成果の概要（英文）：While Japan’s water tariff will inevitably increase in the future, the 
increase needs to be implemented smoothly taking sufficient communication with citizens. A previous 
study has found that the citizens’ evaluation of the current water tariff has the strongest impact 
on the acceptance of water tariff increase. In this study, the effects of improving the evaluation 
on water tariff and the acceptance of water tariff increase were analyzed by providing citizens with
 eight kinds of information relevant to water supply. It was demonstrated that the information on a 
comparison with the price of bottled water, a comparison with other rates, self-supporting system, 
the impact on the environment, and progressive water rates system improved the evaluation on current
 water tariff. In addition, it was shown that the information on the impact on the environment and 
self-supporting system improved the acceptance of water tariff increase.

研究分野： 上水道工学

キーワード： 水道料金　上水道　コミュニケーション　情報提供

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
わが国の水道料金は今後上昇していかざるをえない。値上げにあたっての水道事業体の一般的な立場とは、「水
道料金の値上げは、アセットマネジメントに基づいた将来必要なものなので、どうかわかってください」という
ものではないだろうか。ただ、このような説得的コミュニケーションでは、人々の態度や行動を変容させるのは
困難であることはすでに明らかにされている。情報公開やコミュニケーションにも、一定の手法や技術があるの
である。本研究では「値上げ容認度」に関する市民の意識構造モデルを呈示した。これによって、水道事業体
が、お客さまに対して、説得的ではなく効果的にコミュニケーションを実施するポイントを提供できた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 

わが国の上水道は成熟した社会インフラであるが、1)人口減少と水需要減少、2)施設の更新需

要の急増と投資額の減少、3)事業経営の圧迫と水道料金の上昇傾向などの困難な課題を抱えて

いる。飲料水供給のインフラ維持のためには、実際上、需要者と十分なコミュニケーションをと

りつつ適切な料金水準を設定し、水道事業経営を安定させる必要がある。一方、コミュニケーシ

ョンを説得的に行っても人々の認知や態度を変容させるのは困難であることはすでに明らかに

されているので、コミュニケーションの手法や技術を整備する必要性が高い。 
 
２．研究の目的 

上記の背景に対して、本研究は、水道料金に対する需要者の支払意思額を増大させるためのコ

ミュニケーション手法・技術を整備することを直接の目的とする。このとき、現場の実態を踏ま

える必要があることから、水道局管轄および管轄外の小規模な水道施設に対する訪問調査を併

行して行う。以上より、需要者負担の許容範囲を明らかにした上で、提供できる水道インフラの

サービス水準との関係について考察を行う。 
 
３．研究の方法 

(1) 需要者の支払意思に関連した心理量を測定し、支払意思と各種意識との間のモデルを構築す

ることを目的としてインターネットを利用したアンケートを行った。調査対象は、北海道地方 A

市、中部地方 B市、中国地方 C市、九州地方 D市の 4市とした。820 人から回答を得た。この結

果に基づき、水道に関連する情報提供することによって、水道料金に対する評価や料金上昇に対

する受容度が以下に変化するかを検証した。提供情報は、水道料金の評価の改善に有効であると

予想される 8 種類とした。政令指定市のひとつである E 市の市民を対象としてアンケート調査

を行った。 

 

(2) 水道局が管轄する小規模水道の経営実態を調査するため、北海道富良野市、静岡県静岡市、

京都府福知山市を対象として、水道局および住民へのヒアリング調査を実施した。調査内容は、

施設設置の経緯、管理組織の構成、規約、管理実態、水道料金設定法、行政による教育の有無、

利用者としての満足度やニーズ、将来見通し等である。また、水道局管轄外である小規模水道経

営に関する実態を調査するため、広島市安佐北区、広島県山県郡安芸太田町、長野県松本市、愛

知県豊根村・東栄町・設楽町を訪問し、担当行政部局でヒアリングするとともに、施設を調査し

た。可能な場合には、水道利用者に対する対面調査を実施した。 
 
４．研究成果 

(1) 水道料金に対する支払意思に関する因果構造モデル構築 

①共分散構造分析による市民の意識構造の把握 

水道や水道料金に関連する市民の意識構造をモデル化した。これによって、支払意思額増大の

ためにはどのボタンを押す(因子に働きかける)のが効果的かといった有効因子の特定や、因子

間の重要度の比較が可能となる。結果を図 1 に示す。まず、「値上げ容認度」に最も影響を及ぼ

すのは「現在の料金レベルに対する評価」であることが分かった。ついで、「情報評価」、「水道

事業に対する信頼感」、「水道水質に対する満足感」因子があげられた。一方、「水道事業の現状

や将来経営に関する認識」は小さい効果しかなく、当初の予想とは異なっていた。以上に基づい

て、観測変数との関連について考察を行うことにより、値上げ容認度を増大させるための重要な

コミュニケーションポイントを指摘することに成功した。同時に、コミュニケーションは説得的

に行うのではなく、双方向性を確保することが重要であると指摘した。 

つぎに、全国 4市におけるデータを分析し、市民の意識構造を 4市それぞれで描いた。全体と



しては、「値上げ容認度」に最も強い影

響を及ぼすのは「現在の料金レベルに対

する評価」であり、料金評価を改善する

ことが値上げ容認度増大のための最重

要ポイントであるとの結論を修正する

必要はなかった。ただ、調査地ごとの特

徴もみられた。また、属性の影響を調べ

た結果、コミュニケーション上、有効な

ポイントが異なることが示唆された。 

②水道料金評価に対する提供情報の影

響 

 図２は、各提供情報による「水道料金評

価」への効果を示したものである。この結

果、他の料金との比較に関する情報、ボ

トルウォーターとの料金比較に関する

情報、独立採算制に関する情報、環境負

荷に関する情報は、「水道料金評価」を高

めることがわかった。これより、市民の

水道料金に対する評価を改善するために

はこれらの情報を提供することが有効と

考えられた。 

さらに、「値上げ容認度」に対する影響

を調べた結果を図 3 に示す。これをみる

と、独立採算制に関する情報、環境負荷

に関する情報は、「値上げ容認度」を改善

させることが分かった。特に、環境負荷

に関する情報がこれほど効果的であると

は当初予想しておらず、意外であった。

以上より、将来の料金値上げに対する容

図１ 「値上げ容認度」に関する因果モデル 

図２ 各提供情報による「水道料金評価」への効果 
*は５％水準で有意であることを示す 
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図 3 各提供情報による「値上げ容認度」への効果 
*は５％水準で有意であることを示す 
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認度を高めるためには、これら２つの情報を提供することが有効であると指摘した。このように、

「水道料金評価」および「値上げ容認度」に対して、有効なコミュニケーションポイントを提示

することができた。 

 

(2) 小規模水道の経営実態に関する調査と対応方策に関する検討 

①水道局が管轄する小規模水道の経営実態に関する調査 

京都府福知山市の未普及地域では、住民による管理が困難または限界に達しており、市が管理

することへの要望が強かった。静岡県静岡市は、保健部局が、持続可能な水供給システムを目指

し精力的に取り組まれている事例とみることができた。北海道富良野市では、住民によって、地

域自律管理型水道として持続的に運営されている成功事例がみられた。住民による持続的な管

理が可能となっている要件は以下のように整理できた。1)住民管理によって低コストが実現し

ている。また、管理すべき施設自体もシンプルである。2)水量・水質上の一定の不都合が許容さ

れている。このため事後対応が可能である。3)農村の互助のスキームと調和しており、発生する

作業が受容されている。また、水道維持管理に必要な作業スキルや道具立てが存在し、組合内で

対応可能である。 

②水道局管轄外小規模水道経営に関する実態調査 

水地元管理されている広島市安佐北区安佐町宇津簡易水道組合への訪問調査では、塩素消毒

について課題を指摘した。すなわち、地元管理されている施設の場合、塩素貯留槽への塩素の継

ぎ足し作業が広く行われていることから、そのような施設での水質検査は、基本項目に加えて塩

素酸を検査項目に加えることが望ましいことを指摘した。また、地元管理されているような小規

模水供給施設について、原水の種類、浄水処理の有無、消毒の有無によって分類したうえで、現

実的な水質検査のあり方を考えるための枠組みを示した。 

長野県松本市入山辺地区飲料水供給施設においては、高齢化に伴って維持管理上の困難さが

増してきており、市に上水道接続を要望している。これに対して、市担当部局が単独で上水道整

備を行うのは現実的ではない。地元に対する人的支援のほか、維持修繕に対する補助金交付が現

実的な施策であると考えられた。愛知県設楽町における未普及地域では、個別井戸の新設事業が

進められてきている。これは、水供給形態が持続可能な形で成立している好例とみることができ、

その要因を以下のように整理した。1)住民は上水道接続が現実的でないことを理解し、個別井戸

の新設を受け入れていること。2)水源地や浄水処理装置の維持管理といった住民自ら行うべき

作業がなく、水利用の継続性に懸念要素がないこと。3)町は、個別井戸の新設を補助するととも

に将来の修繕等にも対応するとしており、住民は安心できていること。 
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